
第
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総
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第
一
節　

南
九
州
の
弥
五
郎
人
形
行
事　

　

弥
五
郎
ど
ん
、
あ
る
い
は
弥
五
郎
様
の
大
人
形
を
神
幸
行
事
で
巡
行
さ
せ
る
祭
礼

は
、
岩
川
八
幡
神
社
と
的
野
正
八
幡
宮
、
そ
れ
に
田
ノ
上
八
幡
神
社
の
例
祭
が
あ
る
。

こ
の
三
ヵ
所
の
弥
五
郎
人
形
が
登
場
す
る
現
在
の
祭
礼
次
第
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

一　

岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
祭
り　

　

鹿
児
島
県
曽
於
市
大
隅
町
岩
川
に
鎮
座
す
る
岩
川
八
幡
神
社
で
は
、
十
一
月
三
日

に
神
幸
行
事
「
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
」、
五
日
に
例
祭
（
岩
川
ホ
ゼ
マ
ツ
リ
）
を
行
う
。

　

岩
川
八
幡
神
社
の
祭
神
は
、
主
神
が
応
神
天
皇
で
、
神
功
皇
后
・
仲
哀
天
皇
・
玉

依
比
売
命
・
武
内
宿
祢
命
を
祀
り
、
相
殿
神
と
し
て
天
照
大
神
・
伊
邪
奈
岐
大
神
・

保
食
神
を
祀
っ
て
い
る
。

　

三
日
の
午
前
〇
時
四
十
分
過
ぎ
に
、
弥
五
郎
青
年
部
の
人
た
ち
が
、
鉢
巻
き
を
締

め
て
茶
色
の
法
被
に
白
ズ
ボ
ン
姿
で
雪
駄
を
履
き
、
拝
殿
の
前
に
整
列
し
、
そ
の
中

の
触
れ
太
鼓
二
組
が
拝
殿
に
あ
が
っ
て
修
祓
を
受
け
、
町
に
出
て
太
鼓
を
打
ち
な
が

ら
「
弥
五
郎
ど
ん
が
起
き
っ
ど
」
と
叫
ん
で
一
時
間
ほ
ど
廻
る
。
残
り
の
青
年
部
の

人
た
ち
は
拝
殿
で
弥
五
郎
人
形
を
組
み
立
て
る
。
三
時
半
頃
に
弥
五
郎
人
形
を
境
内

に
出
し
て
、
拝
殿
前
に
置
か
れ
た
台
車
に
載
せ
る
。
こ
の
段
階
で
は
弥
五
郎
人
形
の

上
半
身
は
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。「
弥
五
郎
ど
ん
の
起
こ
し
」
と
い
っ
て
、
台
車
の
上

に
立
て
て
固
定
す
る
。
完
全
に
立
ち
上
げ
る
前
に
鉾
を
持
た
せ
る
。
弥
五
郎
ど
ん
の

人
形
を
拝
殿
左
脇
の
境
内
片
隅
に
移
動
さ
せ
、
周
囲
に
足
場
を
組
ん
で
袴
部
分
を
巻

き
付
け
て
白
い
帯
を
巻
き
、
刀
二
振
り
や
煙
草
入
れ
な
ど
を
取
り
付
け
て
完
成
さ
せ

る
。
そ
の
後
、
拝
殿
右
側
の
屋
根
付
き
展
示
場
前
に
弥
五
郎
人
形
を
移
動
さ
せ
る
。

午
前
八
時
四
十
五
分
、
弥
五
郎
ど
ん
人
形
の
前
で
大
隅
弥
五
郎
太
鼓
が
演
じ
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
九
時
十
五
分
か
ら
神
事
が
行
わ
れ
、
九
時
半
か
ら
拝
殿
前
で
巫
女
舞
の
奉

納
が
あ
る
。
十
時
半
か
ら
再
び
弥
五
郎
太
鼓
が
演
じ
ら
れ
る
。
十
二
時
四
十
分
に
弥

五
郎
ど
ん
が
曳
き
出
さ
れ
る
。
大
隅
町
内
の
五
年
生
が
弥
五
郎
人
形
の
綱
を
曳
く
。

神
幸
で
あ
る
「
浜
下
り
」
は
午
後
一
時
に
出
立
し
、
そ
の
行
列
の
先
頭
は
弥
五
郎
太

鼓
で
、
弥
五
郎
ど
ん
、
大
傘
、
神
主
、
神
輿
、
宮み

や

仕だ
ち

、
鉾
や
幟
な
ど
の
威
儀
物
、
神

社
総
代
な
ど
の
関
係
者
が
続
く
。
坂
を
下
っ
て
鳥
居
を
過
ぎ
る
と
左
折
し
、
市
道
を

北
西
に
進
む
。
岩
川
小
学
校
の
校
庭
に
一
旦
入
り
、
そ
の
先
の
交
差
点
で
右
折
し
て
、

県
道
六
三
号
志
布
志
福
山
線
を
東
南
東
に
進
む
。
一
時
四
十
五
分
頃
に
国
道
二
六
九

号
バ
イ
パ
ス
高
架
橋
の
下
を
弥
五
郎
ど
ん
の
人
形
が
仰
向
け
に
傾
い
て
潜
り
抜
け
、

そ
の
ま
ま
進
行
す
る
。
神
輿
と
神
主
、
そ
れ
に
神
社
の
関
係
者
は
大
隅
中
央
公
民
館

前
の
駐
車
場
に
設
け
ら
れ
た
御
旅
所
で
神
事
を
行
う
。
弥
五
郎
太
鼓
と
弥
五
郎
ど
ん

の
人
形
は
鹿
児
島
交
通
の
バ
ス
駐
車
場
ま
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
引
き
返
し
て
、
神
輿

の
一
行
と
合
流
す
る
。
合
庁
入
口
の
交
差
点
か
ら
県
道
七
一
号
に
入
り
、
浜
田
文
宝

堂
前
の
交
差
点
を
右
折
し
て
、
午
後
四
時
前
に
岩
川
八
幡
神
社
に
戻
る
。
現
在
は
こ

れ
を
「
浜
上
が
り
」
と
称
し
て
い
る
。
弥
五
郎
ど
ん
の
人
形
は
屋
根
付
き
展
示
場
に

納
め
ら
れ
、
神
輿
還
御
の
神
事
を
行
っ
て
、
通
称
「
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
」、
岩
川
八
幡

神
社
の
神
幸
行
事
は
終
了
す
る
。
五
日
に
は
午
前
十
時
か
ら
岩
川
八
幡
神
社
で
例
祭

の
神
事
が
執
行
さ
れ
、
昼
の
直
会
の
後
に
弥
五
郎
人
形
の
解
体
を
す
る
。

二　

山
之
口
弥
五
郎
ど
ん
祭
り　

　
「
山
之
口
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
」
は
、
宮
崎
県
都
城
市
山
之
口
町
富
吉
に
鎮
座
す
る
的

野
正
八
幡
宮
の
例
大
祭
で
、
か
つ
て
は
旧
暦
十
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、

現
在
は
毎
年
十
一
月
三
日
に
執
行
さ
れ
て
い
る
。

　

的
野
正
八
幡
宮
は
円
野
神
社
と
も
い
い
、祭
神
は「
息
長
足
姫
命（
応
神
天
皇
の
母
）」
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「
誉
田
別
命
（
応
神
天
皇
・
八
幡
神
）」「
玉
依
姫
命
」
の
三
柱
で
あ
る
。

　

例
祭
二
日
前
の
十
一
月
一
日
に
弥
五
郎
ど
ん
の
人
形
を
組
み
立
て
る
。

　

十
一
月
三
日
午
前
九
時
三
十
分
、
八
幡
宮
境
内
で
「
武
将
弥
五
郎
太
鼓
（
平
成
五

年[

一
九
九
三]
に
結
成
）」
が
演
じ
ら
れ
る
。
午
前
十
時
三
十
分
に
的
野
正
八
幡
宮

の
例
大
祭
神
事
が
催
さ
れ
、午
前
十
一
時
四
十
分
に
浜
殿
下
り
（
御
神
幸
）
の
行
列
が
、

御
神
馬
馬
方
節
の
「
浜
殿
下
り
唄
」
を
合
図
に
的
野
正
八
幡
宮
か
ら
出
立
す
る
。

　

神
幸
行
列
の
配
列
は
、
先
頭
が
榊
に
幣
を
つ
け
た
大
麻
で
、
神
幸
路
を
清
め
祓
う

神
職
で
、
次
が
二
人
立
ち
の
獅
子
舞
、「
宮
崎
県
指
定�

文
化
庁
選
択�

山
之
口
弥
五
郎

ど
ん
」
と
書
い
た
縦
長
の
扁
額
、
そ
し
て
富
吉
小
学
校
の
児
童
た
ち
が
曳
く
弥
五
郎

ど
ん
が
進
む
。
弥
五
郎
ど
ん
の
人
形
は
、
四
輪
の
台
車
上
に
跨
が
る
よ
う
に
搭
載
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
後
ろ
を
馬
方
節
を
歌
う
馬
方
（
馬
子
）
た
ち
四
人
が
御
神
馬
一
頭

と
共
に
進
み
、
続
い
て
神
榊
（
懸
守
と
神
鏡
）
を
捧
げ
持
つ
巫
女
二
人
、
鼻
高
面
を

つ
け
て
鳥
兜
を
被
り
、
幢
の
つ
い
た
手
鉾
を
右
手
で
持
っ
た
猿
田
彦
が
二
人
続
く
。

紺
地
に
「
的
野
正
八
幡
宮
」
と
白
く
染
め
抜
い
た
御
神
旗
一
本
、
欅
胴
鋲
打
太
鼓
一

台
と
宮
司
（
横
笛
）
一
人
、
浦
安
の
舞
を
奉
納
す
る
巫
女
四
人
（
山
之
口
中
学
校
女

子
生
徒
）、
そ
し
て
最
後
に
神
輿
三
基
と
稚
児
た
ち
が
進
み
、
神
職
と
氏
子
総
代
、
弥

五
郎
ど
ん
保
存
会
員
な
ど
が
続
く
。

　

的
野
正
八
幡
宮
か
ら
参
道
を
西
に
六
百
㍍
行
っ
た
所
に
建
つ
一
の
鳥
居
に
到
着
す

る
と
、
神
幸
行
列
は
そ
こ
で
停
止
し
、
午
前
十
二
時
に
宮
司
が
鳥
居
北
側
に
あ
る
池

之
尾
権
現
宮
を
参
拝
す
る
。
池
之
尾
権
現
宮
（
池
之
尾
神
社
）
の
神
祠
に
は
、
八
幡

神
で
あ
る
応
神
天
皇
の
母
神
功
皇
后
（
息
長
足
姫
命
）
を
祀
っ
て
い
る
。
神
祠
を
囲

む
よ
う
に
小
さ
な
池
が
あ
り
、
南
側
の
橋
を
渡
っ
て
参
拝
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
百
五
十
㍍
ほ
ど
東
に
戻
り
、
十
二
時
十
分
頃
に
弥
五
郎
ど
ん
の
館
前
の
仮

殿
に
神
輿
三
基
を
安
置
す
る
。
神
輿
が
仮
殿
に
到
着
後
、
弥
五
郎
ど
ん
の
人
形
は
参

道
で
待
機
す
る
。
昔
は
池
之
尾
権
現
宮
の
北
東
部
に
隣
接
す
る
八
幡
馬
場
（
射
場
）

に
仮
殿
と
な
る
土
壇
が
あ
り
、
そ
こ
に
神
輿
を
安
置
し
て
杉
木
立
に
囲
ま
れ
た
馬
場

で
芸
能
が
演
じ
ら
れ
た
。
十
二
時
四
十
分
に
仮
殿
で
神
事
が
行
わ
れ
、
午
後
一
時
か

ら
、
仮
殿
前
の
芝
生
の
広
場
で
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
芸
能
が
奉
納
さ
れ
る
。
浦
安
の
舞
、

富
吉
小
学
校
の
児
童
ら
に
よ
る
棒
踊
り
と
俵
踊
り
、
正
近
の
棒
踊
り
、
乗
平
の
矢
旗

踊
り
、
桑
原
の
奴
踊
り
、
中
原
の
太
郎
踊
り
、
田
の
神
舞
な
ど
で
あ
る
。
芸
能
の
奉

納
の
後
、
午
後
三
時
二
十
分
か
ら
仮
殿
で
神
事
を
行
っ
て
か
ら
、
再
び
神
幸
行
列
を

組
ん
で
、
弥
五
郎
ど
ん
の
先
導
で
的
野
正
八
幡
宮
に
還
幸
し
、
還
御
祭
の
神
事
を
執

行
し
て
、
午
後
四
時
に
例
大
祭
は
終
了
す
る
。

三　

田
ノ
上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
人
形
行
事　

　
「
田
ノ
上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
人
形
行
事
」
は
、
宮
崎
県
日
南
市
飫
肥
一
〇
丁
目
に

鎮
座
す
る
田
ノ
上
八
幡
神
社
の
例
祭
で
、
昔
は
旧
暦
十
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い

た
が
、
今
は
毎
年
十
一
月
十
三
日
に
執
行
さ
れ
る
。
現
在
、
例
祭
の
神
幸
行
事
に
は

小
型
の
弥
五
郎
様
人
形
が
曳
き
出
さ
れ
、
本
来
の
弥
五
郎
さ
ま
の
人
形
は
境
内
に
安

置
さ
れ
る
。

　
『
宮
崎
神
社
誌
』
に
よ
れ
ば
、
田
ノ
上
八
幡
神
社
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
か
ら

二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
ま
で
板
敷
神
社
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
（
１
）。『
日
向
地

誌
』
に
は
「
彦
火
々
出
見
尊
」「
豊
玉
姫
」「
応
神
天
皇
」
を
祭
神
と
し
て
い
る
と
記

さ
れ
て
い
る
が
（
２
）、現
在
は
主
祭
神
「
彦
火
火
出
見
命
」
と
共
に
、「
神
功
皇
后
」「
応

神
天
皇
」「
天
児
屋
命
」「
経
津
主
命
」「
武
甕
槌
命
」「
萬
幡
比
咩
命
」「
田
心
比
咩
命
」

「
天
押
雲
命
」
を
祀
っ
て
お
り
、
そ
の
他
に
七
柱
の
神
々
を
祀
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

十
一
月
十
二
日
の
夜
に
宵
宮
祭
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
祭
り
の
世
話
人
が
中
心
と

な
っ
て
境
内
の
拝
殿
左
手
前
に
弥
五
郎
様
を
組
み
立
て
る
。

　

十
一
月
十
三
日
午
前
八
時
二
十
分
、
神
社
境
内
の
一
段
下
で
、
獅
子
舞
の
舞
手
四

人
が
参
加
し
た
神
事
が
行
わ
れ
、
八
時
四
十
五
分
か
ら
社
殿
に
お
い
て
神
事
が
執
行
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さ
れ
て
御
霊
遷
し
を
行
い
、
舞
手
四
名
が
神
輿
を
拝
殿
に
移
す
。
九
時
前
、
社
殿
前

の
境
内
で
二
人
立
ち
の
獅
子
二
頭
に
よ
る
獅
子
舞
が
演
じ
ら
れ
る
。
九
時
三
十
分
か

ら
境
内
下
の
道
路
で
小
型
の
弥
五
郎
様
人
形
を
組
み
立
て
る
。
軽
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台

に
胴
部
の
竹
籠
を
つ
け
た
木
枠
を
立
て
て
固
定
し
、
頭
と
胴
部
を
白
い
布
で
覆
う
。

紫
色
の
素
袍
を
着
せ
、
左
手
を
つ
け
て
大
刀
を
差
す
。
弥
五
郎
様
の
面
を
取
り
付
け
、

鳥
兜
を
被
せ
る
。
続
い
て
、
右
手
を
つ
け
て
鉾
を
持
た
せ
、
赤
い
袴
を
穿
か
せ
て
、

軽
ト
ラ
ッ
ク
の
周
囲
を
木
枠
で
囲
ん
で
紅
白
の
幕
を
周
囲
に
垂
ら
す
。

　

十
時
三
十
分
に
境
内
下
の
道
路
に
行
列
が
な
ら
び
、
神
幸
行
列
が
出
立
す
る
。
こ

の
神
幸
の
こ
と
を
「
浜
下
り
」
と
い
う
。
行
列
の
先
頭
は
「
田
上
八
幡
神
社
」
と
白

く
染
め
抜
い
た
紺
色
の
旗
で
、
獅
子
二
頭
が
続
き
、
台
車
に
載
せ
た
締
太
鼓
と
繞
鉢

と
横
笛
の
囃
子
手
が
進
む
。
そ
の
後
ろ
を
榊
に
幣
を
つ
け
た
大
麻
を
捧
げ
持
つ
神
職

が
続
き
、
小
型
の
弥
五
郎
様
が
曳
き
手
の
子
供
た
ち
と
共
に
進
む
。
軽
ト
ラ
ッ
ク
に

載
せ
ら
れ
た
神
輿
が
最
後
を
進
む
。
道
路
が
交
差
す
る
辻
や
家
々
の
前
で
獅
子
舞
が

演
じ
ら
れ
る
。
田
ノ
上
八
幡
神
社
か
ら
南
下
し
て
き
た
神
幸
行
列
は
、
東
西
に
延
び

る
元
狩
倉
日
南
線
の
交
差
点
で
分
か
れ
、
小
型
の
弥
五
郎
様
人
形
は
東
に
進
み
、
神

輿
と
獅
子
舞
を
そ
の
ま
ま
南
下
し
て
街
中
を
め
ぐ
る
。
十
一
時
過
ぎ
に
弥
五
郎
様
人

形
の
一
行
は
今
町
自
治
公
民
館
に
着
き
、
そ
こ
で
休
憩
す
る
。
そ
の
後
、
神
輿
と
獅

子
舞
の
一
行
は
今
町
自
治
公
民
館
の
前
を
通
り
過
ぎ
、
飛
ヶ
峯
川
に
か
か
る
大
田
川

橋
の
手
前
ま
で
巡
行
し
て
か
ら
、
今
町
自
治
公
民
館
に
到
着
し
て
館
内
に
神
輿
を
安

置
し
て
休
憩
す
る
。
十
二
時
、
神
幸
行
列
は
今
町
自
治
公
民
館
を
出
立
し
て
下
板
敷

研
修
セ
ン
タ
ー
の
御
旅
所
で
神
事
を
執
行
し
た
後
、
田
ノ
上
八
幡
神
社
に
戻
り
、
還

御
の
神
事
を
行
っ
て
例
大
祭
は
終
了
す
る
。
以
上
が
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
の
田

ノ
上
八
幡
神
社
の
例
祭
「
弥
五
郎
人
形
行
事
」
の
流
れ
で
あ
る
。

　

現
在
、巡
行
し
て
い
る
小
型
の
弥
五
郎
様
は
、昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
に
「
飫

肥
城
下
ま
つ
り
」
が
創
設
さ
れ
た
時
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。「
飫
肥
城
下
ま
つ

り
」
は
毎
年
十
月
第
三
土
・
日
曜
日
に
開
催
さ
れ
、日
曜
日
の
時
代
祭
パ
レ
ー
ド
で
は
、

こ
の
小
型
の
弥
五
郎
様
が
巡
行
す
る
。
令
和
四
年
の
例
祭
で
は
、
本
来
の
弥
五
郎
様

を
境
内
に
立
て
て
い
た
。

　
『
目
で
見
る�

宮
崎
・
日
南
・
串
間
の
一
〇
〇
年
』
に
は
、
未
舗
装
の
道
路
で
曳
か

れ
る
弥
五
郎
様
の
写
真
と
共
に
「
巨
大
人
形
の
弥
五
郎
様
（
日
南
市
飫
肥
・
昭
和

三
八
年
）
飫
肥
田
ノ
上
八
幡
神
社
の
秋
祭
り
に
、
祭
礼
行
事
の
先
導
役
と
し
て
引

き
出
さ
れ
る
弥
五
郎
様
」
と
い
う
解
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
３
）。
昭
和
三
十
八
年

（
一
九
六
三
）
ま
で
、
本
来
の
大
き
な
弥
五
郎
様
が
神
幸
行
列
を
先
導
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
刊
行
の
『
日
向
の
弥
五
郎
人
形
行
事
調

査
報
告
書
』
の
一
一
九
ペ
ー
ジ
に
は
、
神
社
下
の
鳥
居
前
に
据
え
ら
れ
た
本
来
の
弥

五
郎
様
人
形
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

四　

日
置
八
幡
神
社
の
デ
オ
ド
ン

　

弥
五
郎
人
形
の
三
ヵ
所
の
行
事
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
書
き
記
し
た
が
、

も
う
一
件
紹
介
し
た
い
行
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
弥
五
郎
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
が
、

日
置
八
幡
神
社
の
デ
オ
ド
ン
で
あ
る
。
デ
オ
ド
ン
と
は
「
大
王
殿
」
の
こ
と
で
、
弥

五
郎
と
同
様
の
大
人
形
で
あ
る
。

　

鹿
児
島
県
日
置
市
日
吉
町
日
置
に
鎮
座
す
る
日
置
八
幡
神
社
で
は
、
毎
年
六
月
第

一
日
曜
日
に
「
せ
っ
ぺ
と
べ
」
と
い
う
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
旧
暦
五

月
六
日
に
催
し
て
い
た
が
、
明
治
四
十
一
年
か
ら
新
暦
六
月
六
日
に
な
り
、
昭
和

四
十
六
年
か
ら
現
行
の
日
程
に
な
っ
た
。「
せ
っ
ぺ
と
べ
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
本
来
こ

の
行
事
は
「
御
田
植
祭
」
で
あ
る
。「
せ
っ
ぺ
と
べ
」
と
は
「
精
一
杯
跳
べ
」
と
い
う

鹿
児
島
方
言
で
、
白
装
束
の
せ
っ
ぺ
と
べ
衆
（
青
年
た
ち
）
が
水
を
張
っ
た
田
の
中

で
円
陣
を
組
ん
で
「
せ
っ
ぺ
と
べ
の
唄
」
を
歌
い
、
飛
び
跳
ね
て
五
穀
豊
穣
を
祈
願

す
る
。
せ
っ
ぺ
と
べ
で
水
を
張
っ
た
田
を
踏
む
の
は
「
足
耕
」
と
い
っ
て
、
田
の
土
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を
こ
ね
回
し
て
泥
田
に
す
る
田
植
え
前
の
農
作
業
で
、
神
聖
な
御
田
で
あ
る
た
め
に

伝
え
ら
れ
た
古
い
農
作
業
の
名
残
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

日
置
八
幡
神
社
で
午
前
九
時
半
か
ら
神
事
が
行
わ
れ
、
御
田
（
御
神
田
）
ま
で
お

下
り
の
神
幸
を
行
う
。
行
列
は
太
鼓
を
先
頭
に
、
大
幣
二
名
、
デ
オ
ド
ン
、
神
輿
一

基
、
神
主
、
せ
っ
ぺ
と
べ
衆
と
棒
踊
り
と
虚
無
僧
踊
り
の
踊
り
手
で
あ
る
児
童
生
徒

た
ち
が
続
く
。
行
列
が
御
田
に
到
着
す
る
と
、
南
西
端
に
設
け
ら
れ
た
祭
場
に
神
輿

を
安
置
す
る
。
デ
オ
ド
ン
は
祭
場
を
通
り
過
ぎ
て
、
御
田
の
北
西
端
ま
で
進
ん
で
か

ら
、御
田
の
方
に
向
き
直
す
。
十
時
半
、神
輿
に
対
し
て
神
職
に
よ
る
神
事
が
行
わ
れ
、

棒
踊
り
が
踊
ら
れ
る
。
神
事
が
始
ま
る
と
同
時
に
、
御
田
に
シ
ベ
竿
と
幟
旗
を
運
ん

で
き
て
立
て
て
、「
せ
っ
ぺ
と
べ
」
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
神
幸
行
列
は

神
社
に
戻
る
。そ
の
後
、隣
接
す
る
日
吉
総
合
運
動
公
園
多
目
的
広
場
の
ス
テ
ー
ジ
で
、

鬼
丸
神
社
と
合
同
で
、
午
後
二
時
過
ぎ
ま
で
、
御
田
植
祭
で
奉
納
さ
れ
た
虚
無
僧
踊

り
や
棒
踊
り
、
鎌
踊
り
な
ど
が
演
じ
ら
れ
る
。

五　

古
文
献
に
見
る
弥
五
郎
人
形
行
事

　

①
岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん　

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
ま
と
め
ら
れ

た
『
三
国
名
勝
図
会
』
に
は
「
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）、
城
州
（
山
城
国
）
岩
清
水

宮
を
岩
川
へ
勧
請
せ
し
に
、
そ
の
後
兵
乱
の
時
、
当
社
の
宝
品
を
賊
徒
に
奪
は
れ
て

衰
廃
せ
し
を
、
天
文
四
年
（
一
五
三
五
）、
檀
越
藤
原
重
忠
、
当
地
頭
伴
兼
豊
造
立
せ

る
の
棟
札
あ
り
、
祭
祀
十
月
五
日
、
其
日
華
表
（
鳥
居
）
よ
り
一
町
許
距
れ
る
処
に

浜
下
の
式
あ
り
、
大
人
の
形
を
作
て
先
払
と
す
、
身
の
長
一
丈
六
尺
（
約
四
八
五
㌢
）、

梅
染
単
衣
を
着
て
、
刀
大
小
を
佩
び
、
四
輪
車
の
上
に
立
つ
、
此
人
形
は
土
人
（
地

元
の
住
人
）
伝
へ
て
大
人
弥
五
郎
と
い
ひ
、
又
武
内
宿
祢
な
り
と
い
ふ
」
と
記
さ
れ

て
い
る
（
４
）。

　

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
に
は
、「
万

寿
二
年
、山
城
国
岩
清
水
八
幡
宮
（「
石
清
水
八
幡
宮
か
ら
勧
請
し
て
岩
川
八
幡
神
社
」

の
間
違
い
）
ヲ
創
建
ス
ト
イ
フ
、
兵
乱
ノ
時
賊
徒
神
宝
等
ヲ
奪
ヒ
、
且
多
年
社
殿
衰

頽
セ
シ
ヲ
、
天
文
年
中
（
一
五
三
二
－
五
五
）
肝
付
氏
再
興
セ
シ
ト
イ
フ
、
棟
札
ニ

天
文
四
年
、
檀
越
藤
原
重
忠
、
当
地
頭
伴
兼
豊
造
立
ト
ア
リ
、
例
祭
十
月
五
日
ナ
リ
、

此
日
華
表
ヨ
リ
一
町
許
ノ
所
ニ
神
輿
浜
下
ノ
式
ア
リ
、
大
人
ノ
形
ヲ
造
リ
テ
先
払
ト

ス
、
身
ノ
長
一
丈
六
尺
、
梅
染
ノ
単
衣
ヲ
着
、
大
小
刀
ヲ
佩
ヒ
テ
、
四
輪
車
ノ
上
ニ

立
ツ
、
土
人
是
ヲ
大
人
弥
五
郎
ト
唱
フ
、
或
ハ
武
内
宿
祢
ナ
リ
ト
モ
云
フ
」
と
記
し
、

三
国
名
勝
図
会
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
独
自
の
情
報
を
少
し
付
け
加
え
て
い
る
（
５
）。

　

②
的
野
正
八
幡
宮
の
弥
五
郎
ど
ん　
『
三
国
名
勝
図
会
』
に
は
「
的
野
正
八
幡
宮
、

吉
富
村
に
在
り
、
本
社
隅
州
国
分
正
八
幡
宮
な
り
、
和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
勧
請
す
、

往
古
三
俣
院
の
崇
廟
に
し
て
、大
社
な
り
と
い
へ
り
、正
祭
十
月
二
十
五
日
、此
祭
日
、

当
社
よ
り
申
酉
方
四
町
余
、
路
傍
御
手
洗
池
の
側
に
仮
殿
を
設
け
、
三
つ
の
神
輿
を

守
り
下
る
、
是
を
濱
殿
下
り
と
い
ふ
、
中
の
神
輿
を
第
一
と
定
め
、
儀

ぎ
よ
う

衛れ
つ

旧
式
あ
り
。

且
大
人
弥
五
郎
と
呼
で
、朱
面
を
被
ふ
り
、刀
大
小
を
佩
き
た
る
、一
丈（
約
三
〇
三
㌢
）

余
の
偶
人
を
作
り
、
四
輪
の
車
に
乗
せ
、
十
二
、三
歳
の
童
子
衆
多
の
人
数
に
て
、
行

列
の
先
さ
に
推
す
、
上
古
大
隅
隼
人
の
征
討
の
故
実
な
り
と
い
へ
り
、
其
権
輿
詳
か

な
ら
ず
、
ま
た
其
儀
衛
の
中
、
多
く
の
武
具
を
用
ふ
、
是
は
北
郷
忠
相
、
当
邑
を
領

す
る
の
時
始
る
と
い
ひ
伝
へ
、
昔
は
流
鏑
馬
も
あ
り
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

北
郷
忠
相
（
一
四
八
七
―
一
五
五
九
）
は
戦
国
期
の
武
将
で
あ
る
。

��
『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
に
は
「
的
野
神
社　

奉
祀
三
坐
、
仲
哀
天
皇
、
神
功
皇
后
、

応
神
天
皇　

祭
日
二
月
初
卯
日
、十
月
二
十
五
日
、」
社
伝
ニ
和
銅
三
年
ノ
創
建
ニ
テ
、

往
古
三
俣
院
ノ
宗
社
ナ
リ
、
申
酉
方
（
西
南
西
）
四
町
許
ニ
御
手
洗
池
ア
リ
、
十
月

ノ
祭
ニ
ハ
池
ノ
側
ニ
仮
屋
ヲ
設
ケ
、
三
ツ
ノ
神
輿
ヲ
守
リ
下
ル
、
是
ヲ
浜
殿
下
リ
ト

イ
フ
、
又
長
一
丈
余
ノ
偶
人
ニ
布
ノ
衣
ヲ
着
セ
、
大
キ
ナ
ル
両
刀
ヲ
佩
セ
、
面
ニ
朱
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面
ヲ
被
セ
タ
ル
ヲ
、
四
輪
車
ニ
乗
セ
、
余
多
ノ
人
ヲ
シ
テ
神
輿
ノ
先
ニ
曳
ク
、
是
ヲ

大
人
弥
五
郎
ト
号
シ
テ
、
熊
曽
梟
帥
カ
形
状
ヲ
模
セ
ル
ナ
リ
ト
イ
フ
（
以
下
略
）」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
偶
人
は
熊
曽
（
熊
襲
）
梟
帥
で
あ
る
と
い
う
。

　

③
田
ノ
上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
様　

平
部
嶠
南（
一
八
一
五
―
九
〇
・
飫
肥
藩
家
老
・

宮
崎
県
地
誌
編
集
係
）
が
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
か
ら
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）

に
か
け
て
実
地
調
査
を
し
て
『
日
向
地
誌
』
を
作
成
し
た
が
、
こ
れ
に
「
長
人
弥
五

郎
ト
テ
、
長
一
丈
有
半
ノ
偶
人
ニ
衣
袴
ヲ
着
セ
、
長
刀
ヲ
佩
ヒ
、
右
手
ニ
長
槍
ヲ
杖

ツ
カ
シ
メ
、
之
ヲ
四
輪
車
ニ
載
セ
、
群
童
ニ
挽
シ
メ
テ
、
街
上
ヲ
巡
ス
。
極
テ
古
俗

ナ
リ
」
と
記
さ
れ
、
高
さ
一
丈
有
半
（
約
四
五
五
㌢
）
の
弥
五
郎
様
の
人
形
の
巡
行

は「
古
俗
」、す
な
わ
ち
江
戸
時
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る（
６
）。

　

④
日
置
八
幡
神
社
の
デ
オ
ド
ン　
『
三
国
名
勝
図
会
』
巻
之
九
に
「
八
幡
宮
、
日
置

村
に
あ
り
、
奉
祀
天
照
大
神
、
天
津
彦
々
火
瓊
々
杵
尊
、
栳
幡
千
々
姫
命
の
三
坐
、

按
る
に
水
引
八
幡
新
田
宮
を
勧
請
せ
し
な
る
べ
し
、
祭
神
彼
宮
と
同
じ
け
れ
ば
な
り
、

九
月
十
五
日
を
正
祭
と
し
、
竹
偶
人
を
作
り
、
四
輪
車
に
乗
せ
、
里
童
を
し
て
前
路

を
馳
せ
し
む
、
又
五
月
六
日
に
祭
り
あ
り
、
土
俗
及
び
隣
郷
よ
り
踊
を
興
行
す
る
こ

と
数
隊
な
り
、
既
に
し
て
、
神
輿
を
田
原
へ
護
り
行
く
の
旧
式
あ
り
、
文
禄
四
年
、

島
津
下
総
守
常
久
、
当
邑
に
封
ぜ
ら
れ
、
当
社
を
以
て
闔
邑
の
総
鎮
守
と
尊
恭
せ
り
、

是
よ
り
村
民
亦
一
入
の
崇
敬
を
致
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
は
『
三
国
名
勝
図
会
』
を
参
考
に
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。「
奉
祀
天
照
大
神
、
天
津
彦
々
火
瓊
々
杵
尊
、
栳
幡
千
々
姫
命
ノ
三
坐
ニ
テ
、
水

引
八
幡
新
田
宮
ヲ
勧
請
セ
シ
ト
イ
フ
、
九
月
十
五
日
ヲ
正
祭
ト
シ
、
竹
偶
人
ヲ
作
リ
、

社
殿
ニ
納
ル
所
ノ
大
王
面
ヲ
着
セ
、
梅
染
ノ
衣
服
ニ
大
小
ナ
ル
木
刀
ヲ
佩
ク
、
四
輪

車
ニ
乗
セ
、
里
童
ヲ
シ
テ
前
路
ヲ
馳
セ
シ
ム
」

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
江
戸
末
期
に
は
竹
偶
人
（
デ
オ
ド
ン
）
が
巡
行
す
る
の
は
旧
暦

九
月
十
五
日
の
正
祭
の
時
で
、
四
輪
車
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
「
正
祭
」
は
豊
穣
感
謝
の
祭
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
五
月

六
日
の
祭
り
、
現
在
の
「
せ
っ
ぺ
と
べ
」
の
行
わ
れ
る
御
田
植
祭
で
は
、
デ
オ
ド
ン

の
巡
行
は
な
く
、
田
原
（
御
田
）
へ
の
神
幸
に
随
伴
す
る
踊
り
子
た
ち
が
、
幾
種
類

も
の
踊
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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第
二
節　

山
車
行
事
と
し
て
の
弥
五
郎
人
形

一　

王
面
か
ら
弥
五
郎
ど
ん
へ

　

な
ぜ
、
弥
五
郎
ど
ん
の
よ
う
な
地
域
的
特
色
の
強
い
先
駆
と
し
て
の
大
人
形
が
創

り
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
出
村
卓
三
氏
は
、
神
幸
行
列
の
先
頭
で
掲
げ
持
た
れ
る

王
面
に
由
来
す
る
と
考
察
し
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
本
報
告
書
の
第
五
章
第
三

節
「
弥
五
郎
面
」
を
読
ん
で
頂
き
た
い
が
、
出
村
氏
の
論
説
を
簡
潔
に
紹
介
し
た
い

と
思
う
。

　

南
九
州
に
は
奉
納
さ
れ
た
信
仰
面
が
多
い
。
信
仰
面
に
は
奉
納
面
・
掛
け
面
・
巡

行
す
る
面
が
あ
り
、
憤
怒
形
相
の
面
が
多
い
。
奉
納
面
は
阿
吽
一
対
に
作
ら
れ
、
そ

の
中
に
は
、
面
裏
に
「
王
面
」
と
墨
書
さ
れ
た
事
例
が
十
五
件
あ
る
。
掛
け
面
は
阿

吽
一
対
で
社
殿
の
柱
に
掛
け
ら
れ
る
面
で
、
奉
納
面
に
似
た
も
の
が
多
い
。
巡
行
す

る
面
に
は
「
猿
田
彦
」
と
か
「
火
王
・
水
王
・
風
王
」
と
呼
ば
れ
る
天
狗
鼻
系
の
面

と
、「
神
王
面
」
と
総
称
さ
れ
る
大
鼻
面
系
の
二
系
統
が
あ
る
。
巡
行
す
る
面
は
神
幸

行
列
の
先
頭
を
進
む
、
旗
や
鉾
な
ど
の
柄
に
吊
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
神
王
面

と
い
う
呼
称
は
、寛
元
四
（
一
二
四
六
）
年
の
新
田
神
社
文
書
（
薩
摩
川
内
市
宮
内
町
・

薩
摩
国
一
宮
）
に
記
さ
れ
て
お
り
、
鎌
倉
時
代
ま
で
遡
れ
る
と
い
う
。

　

出
村
氏
は
揖
宿
神
社
（
指
宿
市
東
方
）
の
浜
下
り
で
の
、
神
王
面
か
ら
偶
人
化
し
、

さ
ら
に
大
型
化
し
て
い
っ
た
近
年
の
過
程
か
ら
、
弥
五
郎
ど
ん
も
神
王
面
が
偶
人
化

し
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
弥
五
郎
ど
ん
人
形
の
成
立
過
程
を
推
測
す
る
上
で
、
極
め
て
合
理
的
な
考

察
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
揖
宿
神
社
の
場
合
は
、
岩
川
八
幡
神
社
な

ど
三
ヵ
所
の
弥
五
郎
人
形
の
影
響
を
受
け
て
偶
人
化
し
た
も
の
で
、
岩
川
八
幡
神
社

な
ど
三
ヵ
所
の
弥
五
郎
人
形
は
、
ど
の
よ
う
な
契
機
で
偶
人
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

北
部
九
州
に
は
山
車
行
事
が
多
い
が
、
単
体
の
人
形
を
載
せ
た
山
車
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
江
戸
に
お
け
る
祭
礼
の
出
し
物
の
最
も
古
い
絵
画
資
料
は
万
治
二
年

（
一
六
五
九
）
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
「
江
戸
天
下
祭
図
屏
風
」
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
、
山
王
祭
り
に
人
形
を
載
せ
た
出
し
物
が
登
場
す
る
。
吹
貫
の
舁
山
な
ど

と
共
に
人
形
を
載
せ
た
傘
鉾
の
舁
山
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
形
を
載

せ
た
笠
鉾
の
舁
山
は
車
輪
の
着
い
た
曳
山
と
な
り
、
二
輪
の
笠
鉾
や
重
層
型
山
車
な

ど
に
発
展
し
て
ゆ
く
。
天
保
五
年（
一
八
三
四
）か
ら
七
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た『
江

戸
名
所
図
会
』「
山
王
祭
」
の
麹
町
一
丁
目
の
「
御
幣
に
猿
」
の
笠
鉾
は
、
人
形
自
体

は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
が
、
見
上
げ
る
ほ
ど
高
い
舁
山
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に

は
人
形
を
載
せ
た
山
車
も
各
地
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
神
田
祭
の
山
車
は
飾
り

で
あ
る
人
形
な
ど
が
際
立
つ
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
江
戸
の
祭
礼
の

様
子
は
浮
世
絵
と
し
て
描
か
れ
て
大
量
に
刷
ら
れ
て
い
た
。

　

参
勤
交
代
で
出
府
し
た
薩
摩
藩
の
人
た
ち
が
、
江
戸
で
の
祭
礼
を
見
た
り
、
浮
世

絵
を
持
ち
帰
っ
た
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
人
形
を
載
せ
た
山
車
の

情
報
は
伝
聞
や
浮
世
絵
で
ま
た
た
く
間
に
広
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
情
報

を
契
機
に
、
弥
五
郎
ど
ん
の
人
形
山
車
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　

出
村
氏
に
よ
れ
ば
、
薩
摩
国
一
宮
の
新
田
神
社
（
薩
摩
川
内
市
）
の
文
書
で
、

元
享
三
年
（
一
三
二
三
）
の
「
新
田
宮
神
人
等
名
帳
」
に
「
猿
田
彦
大
神
御
車
引

二
十
五
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
記
録
が
正
し
け
れ
ば
、
非
常
に
早
い

段
階
で
薩
摩
国
に
お
い
て
人
形
山
車
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ

の
資
料
に
つ
い
て
は
、
中
世
史
の
専
門
家
に
よ
る
史
料
批
判
を
待
ち
た
い
と
思
う
。

二　

弥
五
郎
人
形
と
台
車

　

三
ヵ
所
の
弥
五
郎
人
形
、
そ
れ
に
デ
オ
ド
ン
人
形
は
、
い
ず
れ
も
木
骨
竹
籠
で
成

形
す
る
の
が
基
本
で
あ
っ
た
。
ま
た
、四
者
と
も
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
の
あ
る
外
観
を
持
っ
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て
い
る
。
そ
の
人
形
の
形
状
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
四

体
の
大
人
形
は
六
つ
目
編
み
の
竹
編
組
で
成
形
さ
れ
る
。
六
つ
目
編
み
は
三
方
向
か

ら
竹
ヒ
ゴ
を
組
み
込
み
、
隙
間
を
大
き
く
取
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
変
形
に
強
い

頑
丈
な
編
組
方
法
で
、
軽
量
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

��

弥
五
郎
ど
ん
の
台
車
の
構
造
に
つ
い
て
は
三
者
三
様
で
、
現
在
、
神
幸
行
列
で
木
構

造
の
在
来
型
台
車
を
用
い
て
い
る
の
は
、
的
野
正
八
幡
宮
の
弥
五
郎
ど
ん
人
形
だ
け

で
あ
る
。

　

弥
五
郎
人
形
の
台
車
は
小
型
で
、
運
行
時
に
は
ま
っ
た
く
目
立
た
な
い
。
大
人
形

と
し
て
の
弥
五
郎
ど
ん
を
際
立
た
せ
る
こ
と
を
主
眼
に
置
い
た
構
造
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
大
人
形
と
台
車
と
の
関
係
は
、
地
域
的
特
色
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う

が
な
く
、
弥
五
郎
人
形
行
事
の
特
徴
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。

　

①
岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん

　

岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
の
全
高
は
、
四
・
八
五
㍍
あ
る
。
台
車
が
自
動
車
の

シ
ャ
ー
シ
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
時
、
シ
ャ
ー
シ
と
連
結
し
や
す
い
よ
う
に
、
二
本

の
木
製
の
柱
の
代
わ
り
に
鉄
骨
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
は
ス
チ
ー
ル
製
の
円

筒
形
の
骨
格
枠
を
用
い
て
い
る
。人
形
を
形
作
る
竹
籠
は
頭
部
と
胴
部
が
一
体
と
な
っ

て
い
る
。
太
く
て
丈
の
あ
る
円
筒
形
の
胴
部
の
上
に
細
く
て
丈
の
短
い
円
筒
形
の
頭

部
を
一
体
で
編
組
し
た
も
の
で
あ
る
。
頭
部
に
晒
布
を
巻
き
付
け
て
あ
る
。
胴
部
上

端
に
先
を
細
く
し
て
伸
ば
し
た
竹
籠
製
の
左
右
の
腕
を
丈
夫
な
紐
で
結
び
つ
け
、
上

衣
の
袖
を
通
し
て
か
ら
両
腕
を
胸
前
で
合
わ
せ
る
よ
う
に
曲
げ
る
。
単
衣
の
上
衣
と

袴
は
梅
染
め
（
茶
色
）
の
木
綿
布
で
あ
る
。
頭
上
に
梅
染
め
の
円
形
綿
入
れ
を
被
せ
、

頭
部
を
梅
染
め
の
布
で
巻
い
て
い
る
。
頭
上
に
は
鳥
の
首
と
尾
の
鳥
形
を
取
り
付
け

て
白
の
鉢
巻
き
を
締
め
る
。
弥
五
郎
ど
ん
の
面
は
上
下
二
本
の
綱
で
結
び
つ
け
て
い

る
。
腰
に
白
い
木
綿
布
で
の
帯
を
巻
い
て
大
小
の
刀
を
差
し
、
巾
着
と
煙
草
入
れ
を

下
げ
る
。
両
手
先
は
作
ら
れ
て
い
な
い
が
、
両
手
先
を
袖
で
覆
っ
た
よ
う
に
し
て
、

長
さ
三
・
一
八
㍍
の
鉾
を
持
つ
。
鉾
の
上
部
に
は
御
幣
を
下
げ
る
。

　

弥
五
郎
ど
ん
の
面
は
壮
年
の
男
を
表
し
、
薄
肉
色
地
に
眉
と
髭
を
黒
く
、
眼
球
を

金
色
に
塗
り
、
開
け
た
口
か
ら
白
い
歯
と
上
下
の
牙
が
見
え
る
。

　

岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
人
形
の
古
い
木
製
台
車
は
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）

に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
大
隅
文
化
会
館
の
ロ
ビ
ー
に
展
示
し
て
い
る
弥
五
郎
ど
ん
人

形
を
載
せ
て
現
存
し
て
い
る
。
四
角
い
車
台
の
前
後
の
横
桁
の
両
端
を
細
く
し
て
軸

木
に
し
て
、
輪
切
り
に
し
た
木
（
松
材
か
？
）
を
車
輪
と
し
て
は
め
込
み
、
軸
木
の

外
側
に
ク
サ
ビ
を
打
ち
込
ん
で
固
定
す
る
。
そ
の
横
桁
の
中
央
に
内
側
に
傾
け
た
柱

を
前
後
に
立
て
て
長
い
棟
木
を
支
え
る
。
こ
の
前
後
の
斜
柱
に
は
小
梁
を
渡
し
て
固

定
す
る
。
前
後
に
伸
び
る
棟
木
に
、
弥
五
郎
ど
ん
人
形
の
軸
と
な
る
二
本
の
柱
を
立

て
る
の
で
あ
る
。
左
右
の
前
後
方
向
の
梁
に
は
三
角
構
造
に
な
る
よ
う
に
斜
柱
を
三

組
立
て
て
棟
木
を
固
定
す
る
。
各
部
材
は
錆
び
つ
い
て
緩
く
な
る
鉄
金
具
を
使
わ
ず
、

継
ぎ
手
や
木
組
み
、
ク
サ
ビ
で
接
合
し
て
い
る
。
細
い
板
を
車
台
に
組
み
込
ん
で
ブ

レ
ー
キ
と
し
て
用
い
、
方
向
転
換
に
は
台
車
の
後
ろ
を
長
い
木
製
の
棒
の
梃
子
で
持

ち
上
げ
て
進
行
方
向
を
変
え
て
い
た
。
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
、
神
社
の

石
段
に
シ
ラ
ス
（
細
粒
の
軽
石
や
火
山
灰
）
を
敷
い
て
い
た
が
、
セ
メ
ン
ト
舗
装
に

し
て
中
型
ト
ラ
ッ
ク
の
シ
ャ
ー
シ
を
転
用
し
た
台
車
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

岩
川
八
幡
神
社
は
字
川
崎
の
元
八
幡
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
鎮
座
し
て
い
た
。
か
つ

て
は
浜
下
り
で
は
神
社
か
ら
一
町
ほ
ど
先
の
前
川
と
菱
田
川
の
合
流
地
点
ま
で
行
く

だ
け
だ
っ
た
が
、
明
治
時
代
に
な
る
と
八
幡
橋
を
渡
っ
て
町
の
方
ま
で
行
く
よ
う
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
。
社
地
は
前
川
と
菱
田
川
に
挟
ま
れ
た
平
地
で
、
洪
水
の
危
険

性
が
あ
る
た
め
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
大
字
岩
川
の
現
在
地
に
遷
座
し
た
が
、

そ
の
社
地
は
丘
陵
上
に
位
置
し
て
い
る
。
中
世
の
岩
川
城
跡
で
岩
川
八
幡
神
社
に
合

祀
さ
れ
た
熊
野
神
社
の
跡
地
で
も
あ
る
。
神
社
か
ら
道
路
へ
下
る
坂
道
が
あ
ま
り
に
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も
急
傾
斜
で
、
途
中
で
折
り
曲
が
っ
て
い
る
た
め
、
板
の
ブ
レ
ー
キ
だ
け
で
制
動
す

る
の
は
困
難
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
制
動
で
き
な
け
れ
ば
、
弥
五
郎
ど
ん
人
形
は

暴
走
し
か
ね
ず
、
危
険
極
ま
り
な
い
。
神
社
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
船
の
操
舵

輪
の
よ
う
な
木
製
の
装
置
や
鉄
製
大
輪
ギ
ヤ
は
、
弥
五
郎
人
形
を
傾
か
せ
る
た
め
だ

ろ
う
と
い
う
。
こ
の
場
合
は
坂
道
を
下
る
と
き
に
仰
向
け
に
し
て
、バ
ラ
ン
ス
を
取
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
キ
ン
マ
（
木
馬
・
木
材
運
搬
用
の
木
製
橇
）
の
よ
う
に
、

台
車
後
部
に
結
び
つ
け
た
綱
を
坂
上
の
大
木
な
ど
に
か
ら
ま
せ
て
、
少
し
ず
つ
延
ば

し
な
が
ら
坂
道
を
ゆ
っ
く
り
と
弥
五
郎
ど
ん
人
形
を
下
ろ
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
。

　

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
台
車
は
、
頑
丈

な
ラ
ダ
ー
フ
レ
ー
ム
（
梯
子
状
車
台
）
の

古
い
乗
用
車
の
シ
ャ
ー
シ
を
利
用
し
た
も

の
で
、
四
輪
の
タ
イ
ヤ
と
ハ
ン
ド
ル
、
ブ

レ
ー
キ
機
能
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
神

社
か
ら
道
路
へ
安
全
に
弥
五
郎
ど
ん
人
形

を
下
ろ
す
た
め
の
措
置
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
鉄
製
台

車
に
は
「
寄
贈 

鹿
児
島
弥
五
郎
会 

平
成

十
六
年
（
二
〇
〇
四
）
十
一
月
三
日
」
と

記
さ
れ
た
銘
板
が
貼
っ
て
あ
る
。

　
②
的
野
正
八
幡
宮
の
弥
五
郎
ど
ん
　

　

的
野
正
八
幡
宮
の
弥
五
郎
ど
ん
の
全
高
は
、
台
車
を
含
め
て
約
四
・
八
〇
㍍
あ
る
。

人
形
は
竹
を
編
ん
で
大
の
字
形
に
成
形
さ
れ
て
お
り
、
頭
部
・
胴
・
四
肢
が
揃
っ
て

い
る
。
両
手
は
短
く
水
平
に
突
き
出
し
、
脚
は
逆
Ｖ
字
形
に
広
が
っ
て
お
り
、
台
車

の
三
角
形
の
枠
木
に
跨
が
る
よ
う
に
載
せ
る
。
装
束
は
梅
染
め
の
麻
布
製
で
、
上
衣

は
袖
丈
の
長
い
単
衣
で
、
こ
れ
に
同
様
の
麻
布
の
袴
を
穿
い
て
帯
を
締
め
る
。
頭
部

を
覆
う
頭
巾
も
梅
染
め
の
麻
布
製
で
、
頭
上
左
右
が
突
き
出
す
よ
う
に
す
る
。
黒
塗

り
の
三
叉
の
鉾
を
後
頭
部
に
つ
け
る
。
大
小
の
刀
を
腰
に
差
す
。

　

弥
五
郎
ど
ん
の
面
は
赤
地
に
塗

ら
れ
て
壮
年
の
男
を
表
し
、
眉
と

髭
を
黒
、
眼
球
と
歯
牙
を
金
色
に

塗
る
。
両
耳
か
ら
黄
色
の
房
を
下

げ
る
。

　

的
野
正
八
幡
宮
の
弥
五
郎
ど
ん

の
台
車
は
、
左
右
の
梁
前
後
の
外

側
に
車
輪
が
つ
く
四
輪
車
で
、
前

後
の
桁
か
ら
三
角
構
造
に
な
る
斜

柱
が
立
ち
、
最
上
部

の
棟
木
を
支
え
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
棟
木
に
ま
た
が

る
よ
う
に
弥
五
郎
人

形
を
載
せ
る
。
台
車

は
全
高
一
七
一
㌢
あ

る
が
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
弥
五
郎
人
形
の

着
物
の
裾
で
隠
れ
て

し
ま
う
。

的野正八幡宮の台車
『日向の弥五郎人形行事調査報告書』より

岩川八幡神社の弥五郎どんの台車

的野正八幡宮の弥五郎どん
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③
田
ノ
上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
様

　

田
ノ
上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
様
の
全
高
は
約
七
㍍
あ
る
。
台
車
上
に
立
て
た
四
本

の
木
柱
の
後
ろ
二
本
に
桟
木
を
梯
子
状
に
組
み
、
前
と
両
横
に
湾
曲
し
た
桟
木
を
組

ん
で
、
胴
体
部
の
骨
組
み
に
し
て
、
胴
体
上
部
に
ぐ
る
り
と
割
竹
を
六
つ
目
編
み
に

し
た
編
組
品
を
取
り
付
け
る
。
胴
体
上
部
に
は
両
手
を
取
り
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
、

両
側
に
突
き
出
し
た
矩
形
の
枠
横
木
を
肩
の
よ
う
に
取
り
付
け
て
い
る
。
そ
の
上
に

頭
部
と
な
る
四
角
い
枠
木
を
載
せ

る
。
頭
部
に
白
い
木
綿
布
の
袋
を

被
せ
、
胴
体
に
白
い
上
衣
を
着
せ

て
白
布
製
の
帯
で
締
め
る
。
そ
の

上
に
紫
色
の
素
襖
を
着
て
赤
い
袴

を
穿
き
、
朱
鞘
の
大
刀
を
差
す
。

鳥
烏
帽
子
を
被
る
。
右
手
は
鉾
を

持
ち
、
左
手
を
大
刀
に
添
え
る
。

両
手
は
木
製
で
肩
か
ら
吊
り
下

げ
る
。
弥
五
郎
様
の
面
は
赤
く
塗
ら
れ
、
眼
は
金
色
に
塗
ら
れ
、
髪
の
毛
・
眉
・
髭

は
金
色
の
繊
維
を
植
毛
し
て
い
る
。
小
型
弥
五
郎
人
形
の
場
合
は
両
手
は
樹
脂
製
で
、

紫
色
の
素
襖
に
は
庵
木
瓜
紋
を
白
く
染
め
抜
い
て
い
る
。
木
瓜
紋
は
飫
肥
藩
主
伊
東

家
の
家
紋
で
あ
る
。

　

弥
五
郎
様
の
台
車
は
、
前
後
の
長
い
桁
の
先
端
を
細
く
削
っ
て
軸
に
し
て
、
そ
こ

に
切
っ
た
丸
太
の
車
輪
を
取
り
付
け
る
。
梯
子
状
の
梁
で
前
後
の
桁
を
つ
な
ぎ
、
そ

こ
か
ら
四
本
の
柱
を
立
て
て
い
る
。
台
車
か
ら
上
は
人
形
に
穿
か
せ
た
袴
で
隠
れ
て

し
ま
う
。

　

④
日
置
八
幡
神
社
の
デ
オ
ド
ン

　

日
置
八
幡
神
社
の
デ
オ
ド
ン
の
現
在
の
人
形
の
全
高
は
二
・
九
四
㍍
で
、
新
し
く
作

ら
れ
た
四
輪
台
車
に
載
せ
て
い
る
。
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
の
造
替
以
前
の
全

高
は
二
・
一
八
㍍
で
、『
三
国
名
勝
図
会
』
で
は
「
四
輪
車
に
乗
せ
」
て
い
た
と
い
う
が
、

デ
オ
ド
ン
人
形
の
造
替
ま
で
は
、
人
形
を
輿
に
載
せ
て
運
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。　

　

日
置
八
幡
神
社
の
場
合
、
平
成
二
十
年
以
前
の
古
い
デ
オ
ド
ン
人
形
に
つ
い
て
書

き
記
す
。
輿
の
上
に
竹
の

編
組
品
の
人
形
を
載
せ
る

が
、
頭
部
と
胴
部
、
そ
れ

に
両
脚
は
六
つ
目
編
み
の

籠
で
、
こ
の
編
組
品
に
は

二
本
の
木
製
支
柱
が
つ
い

て
お
り
、
頂
部
に
横
木
を

載
せ
る
。
胴
上
部
の
両
側

に
く
の
字
に
曲
げ
た
割
竹

が
つ
い
て
お
り
、
こ
れ
が

田ノ上八幡神社の弥五郎様の台車

田ノ上八幡神社の弥五郎様田ノ上八幡神社の小型弥五郎様

デオドン（大王殿）2006 年
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両
手
と
な
る
。
梅
染
め
木
綿
の
単
衣
と
袴
を
穿
き
、
帯
を
締
め
る
。
布
の
色
は
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
柿
色
に
近
い
。
デ
オ
ド
ン
の
面
は
白
地
で
、
瞳
と
眉
を
黒
く
塗
り
、

口
元
に
わ
ず
か
に
紅
を
さ
す
。
髪
の
毛
と
髭
は
苧

か
ら
む
しを
植
毛
し
て
あ
る
。

三　

人
形
山
車
と
し
て
の
弥
五
郎
ど
ん　

　

弥
五
郎
ど
ん
の
大
人
形
が
小
型
の
四
輪
台
車
に
載
せ
ら
れ
て
巡
行
す
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
人
形
山
車
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
巨

大
な
人
形
が
、
目
立
た
な
い
低
い
台
車
に
載
せ
ら
れ
て
、
神
幸
行
列
で
巡
行
す
る
の

は
全
国
的
に
見
て
も
あ
ま
り
例
を
見
な
い
。
そ
の
た
め
、
弥
五
郎
ど
ん
の
大
人
形
は
、

自
ら
歩
い
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
す
ほ
ど
、
神
幸
行
列
の
人
々
の
背
丈
よ
り
も

遙
か
に
高
い
巨
体
を
人
々
に
印
象
づ
け
る
の
で
あ
る
。

　

巨
大
な
大
人
形
を
載
せ
る
山
車
行
事
と
し
て
、
千
葉
県
香
取
市
の
「
佐
原
の
大
祭
」

と
福
井
県
坂
井
市
の
「
三
国
祭
り
」
が
あ
る
。
佐
原
の
大
祭
の
山
車
は
四
輪
二
層
構

造
の
曳
山
で
、
一
層
目
は
囃
子
方
が
乗
り
、
周
囲
に
跳
高
欄
を
廻
し
た
二
層
目
は
露

天
で
、「
人
形
柱
」、
あ
る
い
は
「
迫
り
出
し
」
と
い
う
真
柱
を
中
央
に
立
て
、
そ
の

先
端
に
「
飾
り
物
」
と
呼
ぶ
巨
大
な
人
形
や
作
り
物
を
取
り
付
け
る
。
三
国
祭
り
の

山
車
は
二
輪
二
層
の
曳
山
で
、
下
層
は
囃
子
方
が
乗
っ
て
、
高
欄
を
巡
ら
せ
た
上
層

に
大
人
形
を
搭
載
す
る
。
い
ず
れ
も
大
人
形
が
目
立
つ
が
、
そ
の
基
礎
は
二
層
構
造

の
山
車
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
大
人
形
搭
載
の
山
車
か
ら
比
べ
る
と
、
弥
五
郎
ど
ん
の

台
車
は
簡
素
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
基
し
か
巡
行
し
な
い
た
め
、
逆
に
弥
五
郎
ど
ん
の
大

人
形
の
存
在
感
が
増
す
の
で
あ
る
。

　
　

第
三
節　

岩
川
の
弥
五
郎
ど
ん
の
特
色

一　

大
隅
と
薩
摩
で
の
大
人
伝
承
の
相
違 

　

南
九
州
の
大
人
伝
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
勝
目
興
郎
氏
の
執
筆
さ
れ
た
第
六
章

第
三
節
「
弥
五
郎
ど
ん
の
伝
説
・
伝
承
」
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
で
は
そ

の
要
約
を
大
隅
国
と
日
向
国
、
そ
れ
に
薩
摩
国
と
に
分
け
て
、「
表�

九
州
南
部
の
大

人
伝
説
」
と
し
て
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
旧
大
隅
国
地
域
で
は
、
霧
島
市
と

姶
良
市
の
二
例
が
大
人
を
「
う
ど
ど
ん
」
と
し
て
い
る
だ
け
で
、他
は
い
ず
れ
も
「
弥

五
郎
ど
ん
」
で
あ
る
。
ま
た
、
旧
日
向
国
地
域
で
は
宮
崎
市
と
新
富
町
の
２
例
だ
け

が
「
空
つ
く
ど
ん
」
で
、
他
は
「
弥
五
郎
ど
ん
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
旧
薩
摩
国

地
域
で
は
「
デ
オ
ド
ン
（
大
王
殿
）」「
大
鬼
」「
天
狗
」「
う
ど
ど
ん
」「
巨
人
」「
大
人
」

「
大
男
」「
隼
人
」
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
で
表
現
さ
れ
る
が
、「
弥
五
郎
ど
ん
」
と
い

う
名
称
は
ま
っ
た
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。

　

南
九
州
に
住
ん
で
い
た
隼
人
は
、東
西
に
分
か
れ
て
二
系
統
あ
っ
た
。『
日
本
書
紀
』

天
武
天
皇
十
一（
六
八
二
）年
七
月
三
日
の
項
に「
隼
人
、多さ

は

に
来ま

う
き

て
、方

く
に
つ

物も
の

を
貢

た
て
ま
つれ
り
。

是
の
日
に
、大
隅
の
隼
人
と
阿
多
の
隼
人
と
、朝
廷
に
相す

ま

撲ひ
と

る
。
大
隅
の
隼
人
勝
ち
ぬ
」

と
い
う
記
事
が
あ
る
（
７
）。

　

律
令
制
の
成
立
し
た
七
世
紀
中
期
以
降
、
宮
崎
県
と
鹿
児
島
県
の
本
土
部
分
を
含

む
地
域
に
「
日
向
国
」
が
成
立
し
た
。
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
の
薩
摩
・
多
褹
の
叛

乱
を
契
機
に
、
そ
の
年
の
十
月
三
日
ま
で
に
現
在
の
鹿
児
島
県
西
部
に
あ
た
る
阿
多

を
唱
更
国
と
し
て
日
向
国
か
ら
分
離
し
た
。
そ
の
後
、
薩
摩
国
と
い
う
名
称
に
な
っ

た
が
、そ
れ
以
降
、阿
多
隼
人
は
薩
摩
隼
人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、『
続

日
本
紀
』
の
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
四
月
三
日
の
項
に
「
日
向
国
か
ら
肝
坏
・
贈
於
・

大
隅
・
姶
羅
の
四
郡
を
割
い
て
、
初
め
て
大
隅
国
を
設
け
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
弥
五
郎
」
と
い
う
名
の
大
人
伝
説
は
、
薩
摩
隼
人
で
は
な
く
、
大
隅
国
と
日
向
国
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の
隼
人
た
ち
が
伝
承
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
大
隅
国
と
日
向
国
に
関
わ
る
古
代
の
事

件
と
し
て
、
考
え
ら
れ
る
の
は
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
勃
発
し
た
「
大
隅
日
向

の
隼
人
の
乱
」
以
外
思
い
つ
か
な
い
。

二　

大
隅
日
向
隼
人
の
乱

　

こ
こ
で
奈
良
時
代
の
「
大
隅
日
向
隼
人
の
乱
」
に
つ
い
て
史
資
料
を
も
と
に
見
て

い
き
た
い
。『
続
日
本
紀
』
の
大
隅
日
向
隼
人
の
乱
の
記
述
は
簡
潔
で
あ
る
（
８
）。

　

①
「
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
二
月
二
十
九
日
：
大
宰
府
が
奏
言
し
た
。
隼
人
が
叛

乱
を
起
こ
し
て
、
大
隅
国
守
の
陽
侯
史
麻
呂
を
殺
害
し
ま
し
た
」

　

②
「
同
年
三
月
四
日
：
中
納
言
・
正
四
位
下
の
大
伴
宿
禰
旅
人
を
、
征
隼
人
持
節

大
将
軍
に
任
命
し
、
授
刀
助
・
従
五
位
下
の
笠
朝
臣
御
室
、
民
部
少
輔
・
従
五
位
下

の
巨
勢
朝
臣
真
人
を
副
将
軍
に
任
命
し
た
」

　

③
「
同
年
八
月
十
二
日
：
次
の
よ
う
に
詔
し
た
。
隼
人
を
征
討
す
る
持
節
将
軍
の

大
伴
宿
禰
旅
人
は
し
ば
ら
く
入
京
さ
せ
る
。
た
だ
し
副
将
軍
以
下
の
者
は
、
隼
人
が

平
定
し
終
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
留
ま
っ
て
そ
の
ま
ま
駐
屯
せ
よ
」

　

④
「
同
年
七
月
七
日
：
征
隼
人
副
将
軍
・
従
五
位
下
の
笠
朝
臣
御
室
・
従
五
位
下

の
巨
勢
朝
臣
真
人
ら
が
帰
還
し
た
。
斬
首
し
た
者
や
捕
虜
は
千
四
百
人
余
で
あ
っ
た
」

　

養
老
四
年
、
大
隅
日
向
の
隼
人
の
反
乱
が
広
が
り
、
二
月
二
十
九
日
に
は
大
隅
国

守
陽や

侯こ
の

史ふ
ひ
と

麻ま

呂ろ

が
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
三
月
四
日
に
政
府
は
中
納
言
大
伴
旅
人
を
征

隼
人
持
節
大
将
軍
に
任
じ
る
と
共
に
、
笠

か
さ
の

御み

室む
ろ

と
巨こ

勢せ
の

真ま

人ひ
と

を
副
将
軍
に
任
命
し
て

鎮
圧
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
隼
人
征
討
の
軍
事
行
動
は
翌
年
７
月
ま

で
行
わ
れ
、
斬
首
し
た
者
や
捕
虜
は
千
四
百
人
余
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。
今
よ
り
も

遙
か
に
人
口
の
少
な
か
っ
た
頃
、
千
四
百
人
余
り
の
死
者
と
捕
虜
を
出
し
た
の
だ
か

ら
、
敗
戦
が
こ
の
地
域
に
与
え
た
影
響
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
地
域
社

会
に
深
い
ト
ラ
ウ
マ
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

も
う
少
し
、
大
隅
日
向
隼
人
の
乱
の
詳
細
を
見
て
ゆ
き
た
い
。『
八
幡
宇
佐
宮
御

託
宣
集
』
は
、
宇
佐
の
八
幡
宮
側
か
ら
見
た
隼
人
の
乱
の
様
相
を
記
し
て
い
る
（
９
）。

宇
佐
八
幡
宮
弥
勒
寺
学
頭
の
神
吽
が
、
源
平
の
騒
乱
に
よ
っ
て
神
宮
の
本
縁
起
が
紛

失
し
た
の
を
嘆
き
、
二
十
三
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
に
完

成
さ
せ
た
、
宇
佐
八
幡
宮
の
創
祀
以
来
の
由
緒
・
縁
起
・
旧
記
・
託
宣
を
集
成
し
た

全
十
六
巻
の
記
録
で
あ
る
。
隼
人
の
乱
か
ら
六
百
年
近
く
経
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、出
典
を
明
示
し
て
お
り
、そ
の
編
纂
思
想
は
極
め
て
合
理
的
な
も
の
で
、

当
時
存
在
し
た
歴
史
資
料
と
伝
説
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

表　九州南部の大人伝説

伝説伝承地 伝説・地名

旧�

大�

隅�

国�

地�

域

曽於市�大隅町 ・岩川八幡神社の弥五郎どんの人形行事
・弥五郎ばっけ（畑）・弥五郎どんの足跡・弥五郎どんの右足の跡

曽於市�末吉町 ・弥五郎どんの右足の跡（小字矢五郎）･小字大人 ･弥五郎どんの足跡３
・弥五郎どんのモッコ運び伝説２・小字「矢五郎」・小字「大人」

曽於市�財部町 ・弥五郎どんの足跡・弥五郎どんが母智丘の谷から高之峯まで跨いだ
・弥五郎どんの逸物が落ちたという地名「前玉」

霧島市�福山町 ・小字「大人足形」＝弥五郎どんの窪地�
霧島市�国分 ・�野口村枝之宮（現国分野口東の枝宮神社）に大人矢五郎別名川上梟師　

の四肢を埋葬したと伝える（『三国名勝図会』『薩隅日地理纂考』）
・うどどんの片足跡（所在不明）

鹿屋市�輝北町 ・�弥五郎どんの足型・弥五郎どんのモッコ運び伝説
・弥五郎どんが桜島の頂上に釜をかけて塩つくりをした

志布志市�有明町 ・�弥五郎どんの足跡・弥五郎どんの片足の跡
・弥五郎どんのイネサシ運び伝説

志布志市�権現島 ・弥五郎とんのホゲ（岩穴）
志布志市�志布志 ・弥五郎どんの足跡（小字「大人足」）
姶良市�姶良町 ・弥五郎どんの足跡
姶良市�加治木町 ・うどどんの片足跡

旧�

日�

向�

国�

地�

域

都城市�山之口町 ・山ノ口の弥五郎どんの人形行事・弥五郎どんのモッコ運び伝説
都城市�都城 ・弥五郎どんの足跡・妻ヶ丘の弥五郎どんのモッコ運び伝説
都城市�高城町 ・弥五郎どんの足跡
日南市�飫肥 ・�田ノ上八幡神社の弥五郎様の人形行事・弥五郎様の足跡と腰掛け山

・弥五郎様が酒谷川をはさんで小便をした
宮崎市�清武町 ・弥五郎どんの足跡・弥五郎が溝の土手崩れ防止に大岩を置いた伝説

・弥五郎どんが荒平山に腰掛けて青島で手を洗った
宮崎市�田野町 ・弥五郎どんの足跡・弥五郎が鰐塚山とバラマツダケに足を置いた
川南町 ・七股弥五郎の右足形・南の人の弥五郎は日向灘を七股で歩いた

・弥五郎が尾鈴山に座ったら、足が延岡と飫肥に届いた
都農町�新田 ・七股弥五郎の左足形
新富町 ・空つくどんのモッコ運び伝説

・新田原古墳群最大の前方後円墳を弥五郎塚と呼ぶ
・空つくどんの足跡２

旧�

薩�

摩�

国�

地�
域

日置市日吉町 ・日置八幡神社のデオドン（大王殿）
日置市�伊集院町 ・�大鬼が飯牟礼山をたたいたら矢筈岳と諸正岳に分かれ、桜島をたたい

たら噴火した・大鬼の足跡が上池と下池になった
日置市�吹上町 ・天上岩野内側に天狗が残した大きな手形がある
さつま町�宮之城 ・うどどん伝説
薩摩川内市�樋脇町 ・巨人の片方の足跡・巨人が山を持ってきて丸山になった。
薩摩川内市�祁答院町 ・巨人が山を持って行き、その跡が藺牟田池になった。
阿久根市 ・大人足跡（『三国名勝図会』）�小字「大字」「小人」
伊佐市�大口 ・大男のモッコ運び伝説
湧水町�吉松 ・霧島の大男が川内川をせき止めた伝説と大男のモッコ運び伝説
鹿児島市 ・隼人の足は桜島に届き（『三国名勝図会』）
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①
「
豊
前
守
将
軍
（
豊
前
守
正
六
位
上
宇う

努ぬ
の

首お
び
と

男お

人ひ
と

）、
大
御
神
を
請
じ
奉
る
。
祢ね

宜ぎ

辛か
ら

嶋し
ま
の

波は

豆と

女め

、
大
御
神
の
御み

杖つ
え

人び
と

と
為
り
、
御
前
に
立
ち
、
彼
の
両
国
（
大
隅
日

向
）
に
行
幸
す
。
此
の
時
彦
山
権
現
、
法
蓮
・
華
厳
・
覚
満
・
体
能
等
、
倶と

も

に
値
遇
し
、

同
じ
く
計
を
成
し
給
う
。
仏
法
よ
り
は
悪
心
を
蕩
か
し
、
海
水
よ
り
は
竜
頭
を
浮
べ
、

地
上
よ
り
は
駒
犬
を
走
ら
し
、虚
空
よ
り
は
鷁げ

き

首す

を
飛
ば
す
。隼
人
等
は
大
い
に
驚
き
、

甚
だ
惶お

そ

る
。
彼
の
両
国
の
内
に
、
七
ヶ
所
の
城
を
構
ふ
。
爰こ

こ

に
仏
法
僧
宝
の
威
を
振

ひ
、
各
大
力
を
施
し
、
二
十
八
部
衆
を
出
し
、
細く

わ

男し
お

傀
儡
子
の
舞
を
舞
わ
し
む
る
刻
、

隼
人
等
は
興
宴
に
依
っ
て
敵
心
を
忘
れ
、
城
中
よ
り
見
出
で
し
か
む
る
時
、
先
づ
五
ヶ

所
の
城�

奴
久
良�

神
野�

牛
屎�

幸
原�
志
加
牟�

の
賊
等
を
伐
り
殺
す
。
今
二
ヶ
所
の
城�

曾
於
の
石
城�

比
売
の
城�

の
凶
徒
、
忽

た
ち
ま
ちに
殺
し
難
き
間
、
託
宣
し
た
ま
は
く
。
須

す
べ
か
らく
三

年
を
限
っ
て
守
っ
て
衆
賊
を
殺
さ
ん
。
神
我
、
此
の
間
を
相
助
け
て
、
荒
振
る
奴
等

を
伐
り
殺
さ
し
め
て
へ
り
（
と
言
え
り
）」

　

②
「
聖
武
天
皇
元
年
、
神
亀
元
年
（
七
二
五
）
甲
子
に
託
宣
し
た
ま
は
く
。
吾
れ

此
の
隼
人
等
多
く
殺
却
す
る
報
に
は
、
年
別
に
二
度
放
生
会
を
奉
仕
せ
ん
て
へ
り
」

　

③
「
殺
業
の
罪
障
を
懺
悔
せ
ん
が
為
に
、五
人
の
同
行
（
八
幡
大
菩
薩
・
法
蓮
・
華
厳
・

覚
満
・
体
能
）、
一
味
同
心
し
て
放
生
会
を
修
め
ら
れ
、
永
代
の
例
と
為
す
。
大
菩
薩

は
小
倉
山
に
移
住
し
て
弥
勒
菩
薩
を
崇
め
奉
り
（
弥
勒
寺
）、
法
蓮
和
尚
は
山
本
に
於

て
虚
空
蔵
菩
薩
（
虚
空
蔵
寺
）
を
崇
め
奉
り
、
華
厳
は
郡
瀬�

法
鏡
寺
な
り�

に
於
い
て

如
意
輪
菩
薩
を
崇
め
奉
り
、
覚
満
は
来
縄
郷
に
於
て
薬
王
菩
薩
（
薬
恩
寺
）
を
崇
め

奉
り
、
体
能
は
六
郷
山
に
於
て
薬
師
如
来
を
崇
め
奉
る
。
皆
以
て
伽
藍
等
を
建
立
せ

ら
る
」

　

④
「
八
月
十
四
日
大
菩
薩
和
間
の
浜
に
遷
行
し
、
御
頓
宮
に
入
り
た
ま
ふ
。
当
会

の
為
体
、
奇
麗
に
し
て
甚
だ�

妙
な
り
。
九
品
の
浄
刹
（
阿
弥
陀
浄
土
）
の
荘
厳
を
移

し
、
二
十
五
菩
薩
の
舞
楽
有
り
。
同
じ
き
夜
に
六
根
懺
悔
の
行
法
有
り
。
伝
戒
、
乞

戒
の
儀
式
有
り
。
同
十
五
日
潮
半
満
の
時
、大
菩
薩
浮
殿
に
出
て
御
ふ
。
法
蓮
和
尚
等
、

導
師
已
下
を
勤
行
し
、
放
生
陀
羅
尼
を
唱
え
、
大
乗
経
文
を
誦
せ
し
む
。
此
の
間
に
、

鱗
貝
の
生
命
を
買
ひ
放
ち
、
深
甚
の
法
命
を
施
与
す
。
又
嚢
日
の
様
を
表
し
、
今
時

の
式
を
調
ふ
」

　

⑤
「
久く

ぐ々

津つ

舞
を
幕
の
中
に
出
し
、
左
に
旋
り
右
に
旋
り
海
の
上
に
浮
ぶ
。
音
々

の
伎
楽
を
船
の
頭
に
奏
で
、
竜
頭
鷁
首
を
浪
の
間
に
飛
す
。
又
、
騎
兵
惣
二
百
四
十

人
の
う
ち
、
宮
・
国
各
一
百
二
十
人
は
凶
霊
の
余
執
猶
在
り
、
此
の
悪
事
を
防
が
し

め
ん
為
な
り
。
又
虚
空
蔵
等
の
四
箇
寺
は
、
各
徭
三
人
、
船
一
艘
駒
犬
二
頭
を
調
進

せ
し
む
。
各
々
当
寺
の
仮
堂
を
造
進
し
、
面
々
本
仏
の
影
像
を
安
置
す
。
鱗
貝
・
直

米
等
は
、
郷
々
よ
り
立
用
す
る
所
な
り
。
此
の
御
船
は
会
訖お

わ
って
頓
宮
に
還
ら
し
む
」

　

史
実
と
伝
説
が
入
り
交
じ
っ
た
資
料
で
あ
る
。

　

①
は
隼
人
の
乱
に
対
し
て
、
豊
前
国
の
国
府
軍
が
八
幡
神
を
守
護
神
と
し
て
奉
戴

し
て
日
向
大
隅
両
国
の
鎮
圧
に
向
か
っ
た
。
豊
前
国
と
同
様
、
北
部
九
州
の
各
国
か

ら
鎮
圧
の
た
め
の
軍
勢
が
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
後
ま
で
抵
抗
を
続
け
た

の
が
曾
於
の
石
城
と
比
売
の
城
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
曾
於
と
い
う
地
名
が
出

て
く
る
。
大
隅
国
の
隼
人
の
根
拠
地
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

豊
前
国
軍
に
奉
戴
さ
れ
た
八
幡
神
に
は
、法
蓮
な
ど
の
僧
侶
が
随
行
し
た
と
い
う
。�

八
幡
神
は
神
仏
習
合
を
極
め
て
早
い
時
期
に
な
し
と
げ
た
神
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

仏
教
的
奇
跡
譚
に
満
ち
て
い
る
。

　

②
で
は
隼
人
の
乱
を
契
機
に
、
八
幡
宇
佐
宮
が
放
生
会
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
記
す
。

　

③
で
は
、
八
幡
神
と
従
軍
し
た
僧
侶
た
ち
が
隼
人
の
乱
で
の
殺
生
の
罪
を
贖
う
た

め
に
、
弥
勒
如
来
や
薬
師
如
来
、
虚
空
蔵
菩
薩
、
如
意
輪
観
音
、
薬
王
菩
薩
を
祀
っ

た
と
い
う
。
そ
の
後
、
八
幡
神
自
身
が
八
幡
大
菩
薩
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
平

安
期
に
は
本
地
垂
迹
説
に
よ
っ
て
八
幡
三
神
は
阿
弥
陀
三
尊
を
本
地
仏
と
す
る
よ
う

に
な
る
。
死
後
の
救
済
を
専
ら
と
す
る
阿
弥
陀
如
来
と
な
っ
た
八
幡
神
は
、
敵
対
し
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た
隼
人
の
戦
死
者
の
霊
を
弔
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る

　

④
と
⑤
は
八
幡
宇
佐
宮
の
放
生
会
の
あ
り
さ
ま
を
述
べ
て
い
る
。
放
生
儀
礼
を
行

う
た
め
に
、
当
時
の
海
岸
線
近
く
の
寄
藻
川
の
ほ
と
り
に
あ
る
和
間
ま
で
神
幸
す
る

の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
浜
下
り
」
で
あ
る
。

三　

弥
五
郎
ど
ん
に
寄
せ
る
思
い

　
『
三
国
名
勝
図
会
』
の
岩
川
八
幡
神
社
の
項
で
は
「
此
人
形
は
土
人
伝
へ
て
大
人
弥

五
郎
と
い
ひ
、
又
武
内
宿
禰
な
り
と
い
う
」
と
書
か
れ
、
的
野
正
八
幡
宮
の
項
に
は

「
上
古
大
隅
隼
人
の
征
討
の
故
実
な
り
と
い
へ
り
。
其
権
輿
詳
か
な
ら
ず
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

　

大
隅
国
と
日
向
国
で
の
大
人
伝
説
で
は
「
弥
五
郎
」
名
の
大
人
が
突
出
し
て
多
く
、

岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
の
こ
と
を
「
上
古
大
隅
隼
人
の
征
討
の
故
実
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
故
実
の
具
体
的
な
説
明
を
せ
ず
に
「
其
権け

ん

輿よ

詳つ
ま
び
ら

か
な
ら
ず
（
そ
の
発
端
は
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
）」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
不

確
か
な
伝
承
で
あ
る
た
め
な
の
か
、
そ
れ
と
も
わ
ざ
と
曖
昧
な
表
現
に
し
た
の
か
は

不
分
明
だ
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
近
世
後
期
に
は
弥
五
郎
ど
ん
を
叛
乱
を
起
こ

し
た
隼
人
の
指
導
者
と
地
元
で
は
考
え
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
た
だ
、
国
学
が
盛

ん
に
な
っ
て
い
た
近
世
後
期
、
天
皇
至
上
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
許
で
は
、
弥
五

郎
ど
ん
が
王
権
に
逆
ら
っ
て
叛
乱
を
起
こ
し
た
隼
人
の
指
導
者
だ
っ
た
と
は
書
け
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

柳
田
は
『
一
つ
目
小
僧
そ
の
他
』
で
「
弥
五
郎
は
中
古
に
最
も
普
通
で
あ
つ
た
武

家
の
若
党
家
来
の
通
り
名
で
、
そ
れ
だ
け
か
ら
で
も
神
の
従
者
で
あ
つ
た
こ
と
が
想

像
せ
ら
れ
る
。
而し

か

う
し
て
（
そ
れ
か
ら
）
大
人
彌
五
郎
の
主
人
は
八
幡
樣
で
あ
っ
た
」

と
述
べ
て
い
る
（
10
）。
古
く
か
ら
大
隅
正
八
幡
宮
の
影
響
下
に
あ
っ
た
地
域
で
は
、

大
隅
日
向
隼
人
の
乱
で
の
八
幡
神
の
関
与
か
ら
、
弥
五
郎
ど
ん
が
八
幡
神
の
従
者
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
隼
人
た
ち
の
律
令
体
制
下
へ
の
同

化
の
影
響
だ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
三
国
名
勝
図
会
』
で
は
、
岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
は
「
又
武
内
宿
禰
な
り

と
い
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
的
野
正
八
幡
宮
に
は
武
内
宿
禰
と
考
え
ら
れ
て
い
た

頃
の
弥
五
郎
ど
ん
の
白
い
老
人
面
が
残
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
武

内
宿
禰
は
景
行
・
成
務
・
仲
哀
・
応
神
・
仁
徳
の
五
代
の
各
天
皇
に
仕
え
た
と
い
う

伝
説
の
人
物
で
、
神
功
皇
后
と
そ
の
子
応
神
天
皇
と
の
説
話
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

弥
五
郎
ど
ん
が
八
幡
神
の
伴
神
と
し
て
の
武
内
宿
禰
に
さ
れ
た
の
は
、
こ
れ
も
国
学

の
影
響
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
三
国
名
勝
図
会
』
巻
之
三
十
一
の
大
隅
国
の
総
説
に
「
景
行
天
皇
の
御
宇
、
大
人

の
隼
人
と
い
へ
る
も
の
、
其
容か

お

貌か
た
ち

夜お

叉に

の
如
く
、
大
逆
無
道
に
し
て
、
一
族
数
千
人

を
集
め
、
隼
人
城
と
土
井
城
に
拠
て
、
一
に
王
命
に
従
わ
ず
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

奈
良
時
代
の
隼
人
の
乱
よ
り
も
古
い
伝
承
で
あ
る
。「
大
人
の
隼
人
」と
い
う
だ
け
で
、

名
前
こ
そ
な
い
が
、
こ
の
「
大
人
の
隼
人
」
は
、
現
代
の
弥
五
郎
ど
ん
の
イ
メ
ー
ジ

と
重
な
る
の
で
あ
る
。

　
『
三
国
名
勝
図
会
』
で
は
野
口
村
枝
之
宮
（
現
霧
島
市
国
分
野
口
東
の
枝
宮
神

社
）
に
大
人
弥
五
郎
別
名
川
上
梟
師
の
四
肢
を
埋
葬
し
た
と
伝
え
る
。
ま
た
、
明
治

三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
第
十
九
巻
野
口
村

の
項
に
「
四
肢
（
ヨ
ツ
マ
タ
）
神
社　

土
人
相
伝
ヘ
テ
曰
、
日
本
武
尊
熊
曽
梟
帥
ヲ

誅
戮
ア
リ
テ
、
其
手
足
ヲ
四
ニ
裂
キ
、
四
所
ニ
分
チ
、
埋
ミ
シ
其
一
所
ナ
リ
ト
云
ふ
、

一
所
ハ
同
郷
福
島
村
ニ
ア
リ
テ
、
其
二
ハ
詳
ナ
ラ
ス
、
一
説
ニ
熊
曽
梟
帥
カ
霊
魂
祟

ヲ
ナ
ス
事
甚
シ
カ
リ
シ
故
ニ
当
社
を
建
立
シ
テ
神
ニ
崇
メ
、
彼
福
島
村
ナ
ル
ハ
彼
カ

持
タ
リ
シ
弓
矢
ヲ
瘞う

ず

（
埋
）
メ
シ
跡
ナ
リ
ト
イ
フ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
伝
承
で
は
、
日
本
武
尊
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
熊
襲
の
指
導
者
梟
帥
が
怨
霊
と

な
り
、
激
し
い
祟
り
を
起
こ
し
た
た
め
に
祀
っ
た
神
社
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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柳
田
国
男
は
弥
五
郎
の
「
五
郎
」
は
怨
霊
を
鎮
魂
し
て
守
護
神
化
し
た
「
御
霊
」

に
由
来
す
る
名
前
で
あ
る
と
考
え
、『
妖
怪
談
義
』
の
「
大
人
弥
五
郎
」
に
は
、「
弥

五
郎
の
御
霊
と
い
ふ
思
想
中
に
、
国
魂
即
ち
先
住
民
の
代
表
者
と
も
い
ふ
べ
き
大
人

に
対
す
る
追
懐
若
し
く
は
同
情
を
包
含
し
て
居
た
例
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
愈
々
以
て

我
邦
民
間
に
於
け
る
こ
の
種
信
仰
の
由
来
古
い
も
の
な
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
」
と
記
し
て
い
る
（
11
）。

四　

岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
と
ホ
ゼ

　

岩
川
八
幡
神
社
の
例
祭
の
こ
と
を
、
地
元
の
人
た
ち
は
「
ホ
ゼ
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
呼
称
は
八
幡
宮
特
有
の
祭
事
で
あ
る「
放
生
会
」に
由
来
す
る
と
も
言
わ
れ
る
が
、

現
在
は
生
き
物
を
自
然
に
放
す
放
生
儀
礼
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
岩
川
八
幡

神
社
で
は
古
く
は
川
の
合
流
点
、
い
わ
ゆ
る
水
辺
ま
で
浜
下
り
し
て
い
た
し
、
今
で

も
的
野
正
八
幡
宮
で
は
池
の
傍
ら
に
あ
る
池
之
尾
権
現
宮
ま
で
浜
下
り
す
る
。
し
か

し
、
山
之
口
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
や
田
ノ
上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
人
形
行
事
で
も
放
生

儀
礼
は
な
い
。
祭
礼
の
時
期
と
し
て
は
、
米
の
収
穫
祭
と
し
て
神
に
感
謝
す
る
祭
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
豊
穣
を
祈
願
す
る
祭
事
だ
か
ら
ホ
ゼ
と
い
う
説
も
あ
る

が
、
前
提
と
な
る
豊
穣
祭
と
い
う
詞
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
不
確
か
な
面
も
あ
る
。
八

幡
神
発
祥
の
地
で
あ
る
宇
佐
で
は
、放
生
会
は
宇
佐
神
宮
の
神
幸
祭
で
あ
る
。そ
し
て
、

奈
良
時
代
の
大
隅
日
向
の
隼
人
の
乱
に
よ
る
多
数
の
戦
死
者
の
霊
を
供
養
し
て
、
豊

作
を
確
か
な
も
の
に
す
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
神
幸
祭
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
放

生
儀
礼
こ
そ
な
い
も
の
の
豊
作
祈
願
の
放
生
会
（
神
幸
）
が
訛
っ
て
、
ホ
ゼ
に
な
っ

た
と
考
え
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五　

田
ノ
上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
様

　

岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
の
よ
う
な
隼
人
の
指
導
者
像
で
な
く
、
八
幡
神
の

勧
請
を
し
た
人
物
像
だ
と
す
る
の
が
、
飫
肥
の
田
ノ
上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
様
で
あ

る
。『
日
向
地
誌
』
に
「
板
敷
神
社
（
中
略
）
神
社
考
ヲ
按
ス
ル
ニ
往
昔
大
隅
国
桑
原

郡
（
現
鹿
児
島
県
霧
島
市
の
一
部
と
姶
良
郡
湧
水
町
）
ニ
稲
積
弥
五
郎
ト
云
者
ア
リ
、

彼
地
一
宮
正
八
幡
ノ
神
体
ヲ
負
ヒ
来
リ
、
比
ニ
鎮
座
ス
（
中
略
）
偶
人
弥
五
郎
ハ
稲

積
弥
五
郎
の
縁
故
ナ
リ
ト
言
伝
フ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
弥
五
郎
は
桑
原

郡
の
住
民
で
、
一
宮
正
八
幡
（
か
つ
て
の
大
隅
正
八
幡
宮
、
現
在
の
鹿
児
島
神
宮
）

の
神
体
を
背
負
っ
て
持
ち
来
た
り
て
、
田
ノ
上
八
幡
神
社
と
し
て
祀
っ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
弥
五
郎
が
稲
積
と
い
う
苗
字
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
稲
積

と
は
稲
束
を
積
ん
だ
も
の
で
、
穀
霊
の
依
り
つ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
稲
積

山
と
呼
ば
れ
る
山
の
多
く
は
円
錐
形
の
山
容
を
持
ち
、
田
の
神
な
ど
の
神
々
が
降
臨

す
る
甘
南
備
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
稲
積
山
と
呼
ば
れ
る
山
は
、
熊
本
県
山
都
町
、
大

分
県
宇
佐
市
、
大
分
県
豊
後
大
野
市
、
香
川
県
観
音
寺
市
、
島
根
県
益
田
市
、
島
根

県
出
雲
市
な
ど
に
あ
り
、
深
山
で
は
な
く
水
田
の
あ
る
里
近
く
の
低
山
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
稲
積
弥
五
郎
と
は
田
の
神
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
伝
説
的
人
物
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
「
縁
故
」
者
が
偶
人
弥
五
郎
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う

な
縁
故
な
の
か
は
記
し
て
い
な
い
。
伝
説
の
稲
積
弥
五
郎
と
偶
人
弥
五
郎
と
の
関
係

は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
多
く
の
人
た
ち
は
同
一
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

六　

文
化
財
と
し
て
の
弥
五
郎
人
形
行
事

　

現
在
、
三
ヵ
所
の
弥
五
郎
人
形
行
事
は
、
い
ず
れ
も
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
。
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
二
月
二
十
七
日
に
は
、
当
時
未
指
定
だ
っ

た
宮
崎
県
下
の
的
野
正
八
幡
宮
と
田
ノ
上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
人
形
行
事
を
、
文
化

庁
は
「
日
向
の
弥
五
郎
人
形
行
事
」
と
し
て
、
記
録
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の

民
俗
文
化
財
に
選
択
し
て
い
る
。
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「
大
隅
町
岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
」
は
、昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）

三
月
二
十
三
日
に
鹿
児
島
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。�

的
野
正
八
幡

宮
の
「
山
之
口
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
」
は
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
三
月
二
十
七
日
に

宮
崎
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
。「
田
ノ
上
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
人
形
行
事
」
は
、

平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
三
月
十
五
日
に
宮
崎
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
。
こ
の

よ
う
に
三
ヵ
所
の
弥
五
郎
人
形
行
事
は
、
地
域
の
文
化
財
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）
の
文
化
財
保
護
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
文
化
財
の

保
存
と
共
に
活
用
が
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
活
用
は
観
光
分
野
だ
け
で
は

な
い
。
町
お
こ
し
、
い
わ
ゆ
る
地
域
振
興
に
用
い
て
、
地
元
住
民
の
対
象
文
化
財
へ

の
意
識
を
高
め
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
醸
成
す
る
こ
と
も
活
用
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
で
、
岩
川
の
弥
五
郎
人
形
行
事
を
見
て
ゆ
き
た
い
。

　

岩
川
八
幡
神
社
に
お
け
る
神
幸
行
事
の
場
合
、「
弥
五
郎
ど
ん
祭
」
と
い
う
呼
称

で
、
地
域
起
こ
し
の
イ
ベ
ン
ト
も
同
時
に
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
か
ら
大
隅
町
商
工
会
青
年
部
が
弥
五
郎
ど
ん
祭
を
主

催
す
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
頃
か
ら
、
各
地
に
出
か
け
て

弥
五
郎
人
形
を
曳
く
こ
と
が
多
く
な
り
、
全
国
的
な
知
名
度
も
高
く
な
っ
て
い
っ
た
。

平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
に
は
旧
大
隅
町
が
「
弥
五
郎
伝
説
の
里
」
と
い
う
施
設
を

作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
多
く
の
人
た
ち
に
弥
五
郎
ど
ん
を
周
知
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
小
・
中
学
校
の
児
童
生
徒
向
け
の
『
創
作�
や

ご
ろ
う
物
語
』を
刊
行
し
、弥
五
郎
ど
ん
を
地
域
の
英
雄
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
っ
た
。

　

現
在
、
岩
川
八
幡
神
社
の
神
幸
行
事
に
合
わ
せ
て
、
弓
道
・
剣
道
・
空
手
・
相
撲

な
ど
の
武
道
大
会
が
行
わ
れ
、
運
動
公
園
弓
道
場
で
の
弓
道
以
外
は
隣
接
す
る
旧
岩

川
小
学
校
の
校
庭
で
実
施
さ
れ
、
多
く
の
人
た
ち
が
集
ま
る
。
ま
た
、
少
女
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
大
会
や
高
齢
者
の
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
も
開
催
さ
れ

る
。
正
午
前
後
に
は
市
内
パ
レ
ー
ド
も
行
わ
れ
、
文
化
部
門
で
は
中
央
公
民
館
で
の

文
化
協
会
作
品
展
や
大
隅
文
化
会
館
で
の
ど
自
慢
大
会
・
演
芸
シ
ョ
ー
が
開
催
さ
れ

る
。
ま
た
、
前
日
の
夜
に
は
、
大
隅
文
化
会
館
で
前
夜
祭
が
催
さ
れ
、
小
中
高
合
同

の
吹
奏
楽
演
奏
な
ど
が
披
露
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
多
彩
な
催
し
物
の
開
催
と
同
様
、
弥
五
郎
ど
ん
の
巡
行
も
多
く
の
見

物
客
た
ち
で
賑
わ
う
。
岩
川
八
幡
神
社
下
の
鳥
居
か
ら
出
て
く
る
弥
五
郎
人
形
も
見

所
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
見
物
客
が
最
も
集
ま
る
の
が
、
弥
五
郎
人
形
が
通
過
す
る

バ
イ
パ
ス
高
架
橋
下
周
辺
で
あ
る
。
立
っ
た
ま
ま
で
は
、
高
架
橋
下
を
通
過
で
き
な

い
た
め
、
弥
五
郎
人
形
を
仰
向
け
に
斜
め
に
倒
し
て
通
過
さ
せ
る
。
こ
れ
を
「
弥
五

郎
ど
ん
の
イ
ナ
バ
ウ
ア
ー
」
と
呼
ん
で
い
る
。
平
成
十
八
年
（
二
〇
〇
六
）
の
ト
リ

ノ
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
イ
ナ
バ
ウ
ア
ー
を
得
意
と
す
る
荒
川
静
香
選
手
が
金
メ
ダ

ル
を
獲
得
し
て
日
本
人
を
熱
狂
さ
せ
、
イ
ナ
バ
ウ
ア
ー
は
そ
の
年
の
流
行
語
大
賞
に

も
選
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
日
本
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
言
葉
を
上
手
に
利
用
し

た
の
で
あ
る
。
本
来
だ
と
、
弥
五
郎
人
形
巡
行
の
最
大
の
障
害
と
な
っ
た
は
ず
の
高

架
橋
を
、
巡
行
の
見
せ
場
に
転
換
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
肥
大
化
し
す
ぎ
た
観
も
あ
る
が
、
文
化
財
で
あ
る
「
大
隅
町
岩

川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
」
は
、
地
域
社
会
全
体
で
参
加
し
て
支
え
て
ゆ
く

と
い
う
構
造
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
注
記
】

注
１
：『
宮
崎
神
社
誌
』
敬
神
会
編
・�

敬
神
会
刊
行
・
一
九
三
二
年

注
２
：『
日
向
地
誌
』
平
部
嶠
南
著
・
日
向
地
誌
刊
行
会
・
一
九
二
九
年

注
３
：『
目
で
見
る�

宮
崎
・
日
南
・
串
間
の
一
〇
〇
年
』
株
式
会
社
郷
土
出
版
社
・

二
〇
〇
一
年
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注
４
：『
薩
隅
日
地
理
纂
考
』
鹿
児
島
県
市
立
教
育
会
編
・
一
八
九
八
年
／
国
立
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

注
５
：『
三
国
名
勝
図
会
』
薩
摩
藩
藩
主
島
津
斉
興
が
、
橋
口
兼
古
・
五
代
秀
堯
・
橋

口
兼
柄
ら
に
編
纂
を
命
じ
、
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
薩
摩

藩
領
の
地
誌
／
復
刻
版
：
南
日
本
出
版
文
化
協
会
・
一
九
六
六
年

注
６
：『
日
向
地
誌
』
飫
肥
藩
家
老
だ
っ
た
平
部
嶠
南
が
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）

に
宮
崎
県
地
誌
編
集
係
に
任
命
さ
れ
、
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
完
成
さ
せ

た
地
誌
／
復
刻
版
：
青
潮
社
・
一
九
七
八
年

注
７
：『
日
本
書
紀
』
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
／
「
日
本
古
典
文
学
全
集
六
八
」
岩
波

書
店
・
一
九
六
五
年

注
８
：『
続
日
本
紀
』
延
暦
十
三
年
（
七
九
一
）
／
『
続
日
本
紀
（
上
）
全
現
代
語
訳
』

宇
治
谷
孟
訳
・
講
談
社
（
学
術
文
庫
）・
一
九
九
二
年

注
９
：『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集
』
神
吽
・
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
編
／
重
松
明
久

訳
・
現
代
思
潮
社
・
一
九
八
六
年

注
10
：
柳
田
国
男
「
ダ
イ
ダ
ラ
坊
の
足
跡
（
大
人
弥
五
郎
ま
で
）」『
一
つ
目
小
僧
そ

の
他
』
定
本
柳
田
国
男
集�

第
五
巻
・
筑
摩
書
房
・
一
九
六
八
年
：
初
出
『
中
央
公
論
』

一
九
二
六
年

注
11
：
柳
田
国
男
『
大
人
弥
五
郎
』
定
本
柳
田
国
男
集�

第
四
巻
・
筑
摩
書
房
・

一
九
六
八
年
：
初
出
『
郷
土
研
究
』
一
九
一
七
年

【
参
考
文
献
】

・『
大
隅
「
岩
川
八
幡
神
社
の
弥
五
郎
ど
ん
祭
り
」
調
査
報
告
書
』
鹿
児
島
県
曽
於
市

教
育
委
員
会
・
二
〇
一
一
年

・『
日
向
の
弥
五
郎
人
形
行
事
調
査
報
告
書
』
宮
崎
県
都
城
市
教
育
委
員
会
山
之
口
生

涯
学
習
課
・
二
〇
一
七
年

・『
日
置
八
幡
神
社�

デ
オ
ド
ン
（
大
王
殿
）
再
生
事
業�

調
査
研
究
報
告
書
』
デ
オ
ド

ン
（
大
王
殿
）
再
生
事
業
実
行
委
員
会
・
二
〇
一
九
年

・
山
口
保
明
『「
弥
五
郎
ど
ん
」
と
は
何
者
か
』
み
や
ざ
き
文
庫
四
六
・
鉱
脈
社
・

二
〇
〇
七
年
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